
 

 

「やまぐち子ども・子育て応援プラン」の改定について 
 
                               平成３０年１０月 こども政策課 

 

１ 趣旨 

  平成 27 年 3 月に策定した「やまぐち子ども・子育て応援プラン」について、平成 31 年

度末に計画期間の終期を迎えることから、改定を行うもの。 

 

 ○これまでの計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 改定計画の位置付け・性格 

  子育て文化創造条例第１２条に基づく計画 及び 幼児期の学校教育・保育、地域の子ど

も・子育て支援を総合的に推進するための、子ども・子育て支援法第６２条に基づく都道

府県子ども・子育て支援事業支援計画として位置づける。 

  

３ 計画期間 

  平成３２年度～３６年度（５年間） 

 

４ 計画策定の進め方 

  子育て文化審議会の意見や市町との協議等を踏まえながら、平成３１年度末の策定に向

けて、作業を進める。 

① 県民ニーズの把握等 

   県民意識調査の実施等により、県民ニーズの把握に努めるとともに、計画策定の過程

を通じた県民の参画を求める。    

 ② 施策の評価 

   現行プランの目標数値の進捗状況や県民意識調査に基づき、施策の評価・点検を行う。 

 ③ 計画の方向性の検討 

   国の施策目標や県の他計画の目標等を踏まえながら、計画の方向性を検討する。 

④ 計画素案（骨子案）の検討 

   市町の子ども・子育て支援事業支援計画と調整しながら、平成３６年度までの新たな 

目標を設定するとともに、計画の全体像を示した素案（骨子案）を検討する。 

⑤ 計画案の検討 

   パブリックコメント等を通じて、県民の幅広い意見を聴きながら、計画案を検討する。 

H15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
         

● 子育て文化創造条例 

(前 期) 

 

(後 期) 

 

(前 期) 

 

● 次世代育成支援対策推進法（時限立法：H17～10年間 → 延長：H27～10年間） 

● 子ども・子育て支援法(H27本格施行) 

やまぐち子ども 
きららプラン 21 

(山口県次世代育成支援行動計画・前期) 

【Ｈ１７～Ｈ２２】 

やまぐち子ども 
きららプラン 21 

（山口県次世代育成支援行動計画・後期） 

【Ｈ２２～Ｈ２６】 

やまぐち子ども・子育て 

応援プラン（やまぐち子ども・

子育て支援事業支援計画） 

【Ｈ２７～Ｈ３１】 



 

 

５ スケジュール(予定) 

時 期 

内   容 

  
山口県子ども・子育て支援事

業支援計画 

３０年度   

１０/３１（水） 

 

◆第１回子育て文化審議会 

  → プランの改定について 

（スケジュール、県民意識調査の実施）等 

 

 

 

 

１１月 ○県民意識調査の実施 

～３月    

３１年度   

 
６月 

 

◆第１回子育て文化審議会 

 → 県民意識調査の報告 

計画の方向性   等 

９～１０月 

 
 

１１月 

 

◆第２回子育て文化審議会 

 → 計画素案 

 

 

１月 ○パプリックコメント  

２月 

 

◆第３回子育て文化審議会 

 → 計画案 

 

 

３月 
○厚生労働委員会 審議 

 計画策定 

 

 

 

 

市町調査 

県取りまとめ 


